
 

目標１：すべての社員がキャリアアップやスキルアップを目指せる環境を整備する。 

＜取組内容＞ 

・継続           テレワークやフレックス、連続休暇等、社員が働きやすい環境を整備する。 

・2024 年 4 月～ 各部署においてジョブローテーションを検討または実施する。 

・2025 年 4 月～ 社員のニーズに基づき、セミナー受講やリスキリングの機会を提供する。 

 

目標２：育児や介護、看護に係る休暇を取得しやすくなるように啓発活動を行い、 

       社員全体の育休取得率を 50%⇒80%以上へ引き上げる。 

＜取組内容＞ 

・継続           育児休業法や自社規程および事例を社内へ周知する。 

・2024 年 4 月～ 育休や介護休、看護休に対する各々の生活状況を確認する。 

・2025 年 4 月～ ニーズを把握したうえで、より充実した取得促進策を労使で検討する。 

 

目標３：社員が、より正当な評価を実感できるよう人事評価制度を改正する。 

＜取組内容＞ 

・2024 年 4 月～ 現行制度の見直し及び新たな人事評価制度の導入に向けて調整開始。 

・2025 年 4 月～ 新人事評価制度の運用を開始する。 

・2027 年 4 月～ アンケートにより新制度に対する状況を確認し見直しを図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年 4 月 

一村産業㈱人事総務部 

 

次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法 行動計画について 

１．行動計画期間：2024.4.1～2029.3.31 までの５年間 

２．対 象 者：全社員 

３．内 容：社員が個々の能力を発揮しワークライフバランスの充実を図り、働きやすい職場環境の整備を

行うため、以下のとおり行動計画を策定する。 

４．行動計画： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 


